秘 密 保 持 契 約 書
●●（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）とは、甲が乙に委託する業務（以下「本目的」という。）を行うために、相互に開示される情報の秘密保持に関し、以下のとおり合意する。

第１条（定義）
本契約において秘密情報とは、甲および乙が本目的のために開示するすべての情報とする。また、開示者とは、甲および乙のうち秘密情報を開示する者をいい、受領者とは甲および乙のうち当該情報を受領する者をいう。
なお、上記の情報のうち、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報とみなさないものとする。
(1) 開示の時点ですでに公知のもの、または受領者の責めによらずして公知となったもの
(2) 第三者から受領者が正当に入手したもの
(3) 開示の時点ですでに受領者が保有していたことを証明できるもの
(4) 開示された情報によらずして、受領者が開発したもの
(5) 口頭による開示の場合、開示より３０日以内に機密である旨を開示者が文書に
　　より受領者に通知しなかったもの

第２条（秘密保持）
受領者は、開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、本目的のために当該情報を知る必要のある自己の役員、従業員（以下「当該役員」「従業員」という。）以外に当該情報を開示、漏洩してはならないものとする。
なお、受領者は文書（電子媒体によるものを含む。以下同じ）により開示をうけた秘密情報については、これを善良なる管理者の注意をもって保管管理するものとする。

第３条（使用目的）
受領者は、開示者から開示された秘密情報を、本目的のためにのみ限定して使用するものとし、その他の目的に使用しないものとする。

第４条（秘密資料の返却）
受領者は、開示者から要求があった時には、遅滞なく、文書で開示を受けた秘密情報を開示者に返却、破棄または消去するものとする。

第５条（関係者への遵守徹底）
受領者は、開示者の秘密情報を知ることとなる当該役員、従業員に、本契約の内容を遵守させるものとする。


第６条（有効期間）
本契約に定める有効期間は本契約の締結日から●年間有効とする。
但し、本契約中の第１条、第２条、第３条および第５条は、本契約の終了後も有効とする。

第７条（譲渡制限）
甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約上の権利または義務の一部または全部を第三者に譲渡しまたは承継させてはならないものとする。

第８条（損害賠償）
甲および乙は、本契約に定める事項に関し、相手方の責に帰すべき理由により損害を被ったときは、当該相手方にその損害賠償を請求できるものとする。

第９条（協議）
本契約に定めのない事項に関しては、甲乙別途協議のうえ円満に解決を図るものとする。

第10条（特約）
受領者は、本目的のために本契約締結前に開示または提供された情報のうち、本契約締結の時点で開示者が秘密であると指定したものについては、秘密情報として取り扱うものとする。

以上、本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有するものとする。

　●年　●月　●日

　　　　甲	

　
　　　　
乙	

